
（平成２３年３月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認徳島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



徳島国民年金 事案604   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和37年４月から38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和16年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年４月から38年３月まで              

    時期は覚えていないが、父親が私の国民年金の加入手続を行い、父親

又は母親が申立期間の保険料を納付してくれていたと思う。 

調査の上、記録を訂正してほしい。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、国民年金

加入期間について、申立期間を除き国民年金保険料を全て納付している上、

オンライン記録等において、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付し

たとする申立人の両親も、申立期間を含む国民年金加入期間について、保

険料を全て納付していることが確認できる。 

また、オンライン記録及びＡ市区町村が保管する申立人に係る国民年金

被保険者名簿の記録から、申立人は、申立期間以後の昭和 39 年４月から

43 年３月までの期間の国民年金保険料の全部又は一部を第１回特例納付

により納付したものと推認されるところ、当該納付と合わせて申立期間の

保険料を納付することは可能であった上、特例納付を行う場合、原則、時

期的に古い未納期間の保険料から収納する事務処理となるところ、当該納

付済期間前の申立期間が未納期間のままとされていることなど、申立人の

記録管理に不自然さが見られる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後に国民年金手

帳記号番号が払い出された被保険者の状況などから、昭和 38 年１月以降に

払い出されたものと推認され、当該時点において、申立期間の保険料を現

年度納付することは可能であった上、前述の国民年金被保険者名簿におい

て、申立人は、39 年 10 月 27 日付けで、申立期間直後の 38 年４月から 39

年３月までの期間の保険料を過年度納付していることが確認でき、当該時



点において、申立期間のうち、37 年７月から 38 年３月までの期間の国民

年金保険料も納付することは可能であった。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案616 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（22 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、Ａ事業所における申立期間の標準報酬月額に係る記録を

22 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和58年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成18年４月から同年８月まで 

    申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料額に   

見合う標準報酬月額（22万円）より低いことが分かった。 

当時の給与支給明細書及び賃金台帳があるので、標準報酬月額を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ事業所に係る給与支給明細書及び賃金台帳の写

しから、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬月額（22 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、「通勤費に見合う額を誤っていたため、申立てどおりの届出を

行っていない。」と回答しており、申立期間に係る厚生年金保険料につい

ても、納付していないことを認めていることから、事業主は、賃金台帳の

写し等において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け

出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合

う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間



の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



徳島国民年金 事案605 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年１月から７年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和40年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から７年３月まで 

私の国民年金については、平成元年１月に結婚した後、義父又は親戚

が加入手続を行い、保険料は、一緒に生活をしていた夫や義父母の保険

料と合わせて、義父母が納付してくれていたと思う。 

申立期間については、夫や義父母が納付済み期間となっているにもか

かわらず、私だけ未納となっていることに納得できない。 

また、私と義母の名前が似ていることから、年金記録に間違いが起こ

った可能性もあると思われるので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の国民年金手帳記号番号の前

後の手帳記号番号を持つ被保険者の資格取得状況などから判断すると、平

成７年４月３日以降にＡ市区町村において払い出されたものと推認でき、

オンライン記録においても、申立人の資格取得年月日が同年４月１日であ

ることが確認できる上、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い

出された状況は確認できないことから、申立期間は国民年金に未加入の期

間であり、制度上、国民年金保険料を納付することはできない。 

   また、申立人は、申立期間に係る国民年金加入手続及び保険料納付に関

与しておらず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人

の義父母等は既に死亡していることから、国民年金への加入状況、保険料

の納付状況等は不明である上、申立人から過年度納付をうかがわせる供述

も得られない。 

   さらに、申立人は、申立人と申立人の義母の名前が似ていることから年

金記録に誤りが生じた可能性がある旨供述しているところ、オンライン記

録により、申立人の義母の名前等を踏まえて複数の氏名及び生年月日で検



索したものの、申立人のものと思われる国民年金の被保険者記録は確認で

きない。 

加えて、申立期間は75月に及んでおり、これだけの長期間にわたる事務

処理を行政機関が続けて誤るとは考え難い上、申立期間に係る国民年金保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



徳島厚生年金 事案617 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和26年から27年頃まで 

             ② 昭和27年から30年頃まで 

    私は、申立期間①において、Ａ事業所で臨時社員として勤務し、Ｂ現

場の工事に従事した。 

また、申立期間②においては、Ｃ事業所Ｄ局（現在は、Ｅ事業所Ｆセ

ンター）で臨時職員として勤務した。 

両申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得

できないので、調査の上、記録訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ事業所に係る申立期間①について、当時の同僚の供述から判断する

と、申立人が、申立事業所が参加するＢ現場で勤務していたことはうか

がえる。 

しかし、申立人が申立事業所の社長として記憶するＧ氏については、

同社の商業登記簿を確認したが氏名は確認できない上、同氏及び申立人

が同じ業務に従事していたとする同僚のＨ氏について、Ａ事業所本社、

同社Ｉ支社、申立人が工事に従事していたとするＢ現場地区を管轄する

同社Ｊ支社及び同社Ｋ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

確認したが、両氏と特定できる者の記録は確認できず、連絡先等も不明

であるため、申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入状況、給与からの

厚生年金保険料の控除等に係る供述等が得られない。 

また、Ａ事業所は既に合併に伴い解散しており、合併先のＬ事業所に

照会したが、申立事業所の当時の賃金台帳等は保管されておらず、申立

人の給与からの厚生年金保険料の控除等を確認できる関連資料は得られ

ない。 



    さらに、Ａ事業所Ｊ支社及び同社Ｋ支社に係る前述の被保険者名簿に

おいて、申立期間①当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者

のうち４人から供述が得られ、このうちの一人は、申立人のことを記憶

しているものの、「『そういう人がいたかな。』という程度の記憶であ

り、申立人の勤務期間等についても覚えていない。」と供述している上、

申立人は、申立事業所において臨時社員であった旨供述しているところ、

前述の同僚４人全員が自らの身分を正社員であった旨供述していること

など、申立期間①当時、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    加えて、Ａ事業所本社等に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間①当時の厚生年金保険被保険者の資格を取得した者を

確認したところ、ⅰ）同社本社において、申立期間①を含む昭和25年５

月１日から29年８月１日までの期間における資格取得者、ⅱ）同社Ｉ支

社において、申立期間①を含む25年５月１日から29年１月７日までの期

間における資格取得者、ⅲ）同社Ｊ支社において、申立期間①を含む24

年９月１日から30年６月24日までの期間における資格取得者、ⅳ）同社

Ｋ支社において、申立期間①を含む23年10月１日から29年６月１日まで

の期間における資格取得者の中に、申立人の氏名は確認できない。 

このほか、申立期間①に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ Ｃ事業所Ｄ局に係る申立期間②について、事業所名簿において、申立

事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当した記録は確認できない。 

また、Ｅ事業所Ｍ事業部、同社Ｆセンター及びＥ事業所企業年金基金

へ照会したが、当時の人事記録、賃金台帳等は保管されておらず、申立

人の勤務実態、厚生年金保険への加入状況、給与からの厚生年金保険料

の控除等を確認できる関連資料は得られない。 

さらに、申立人は、同じ臨時職員として勤務していたとする複数の同

僚の氏名を挙げているが、当該同僚の連絡先等を特定できる具体的な供

述や資料が得られないことなど、当時の申立人の勤務状況等についての

供述を得ることができない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る

厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

 

 

 



徳島厚生年金 事案618 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を各事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和46年11月１日から47年８月１日まで 

             ② 昭和60年９月１日から62年１月１日まで 

申立期間①については、Ａ事業所(現在は、Ｂ事業所)Ｃ工場における

資格取得日（昭和 44 年９月 10 日）以後、報酬月額が減額されたことが

無いにもかかわらず、昭和 46 年 11 月１日に、標準報酬月額が同日前ま

での期間の標準報酬月額である 10万円から９万 8,000円に減額改定され

ている。 

また、申立期間②については、昭和 60 年１月から年金を受給するため、

Ｄ事業所の担当者に申し出て、報酬月額を 11 万円以下に減額したことに

伴い、社会保険事務所（当時）において、標準報酬月額が 10 万 4,000

円に改定された同年５月１日以後、報酬月額に変更が無いにもかかわら

ず、同年９月１日に標準報酬月額が９万 2,000 円に減額改定されている。 

両申立期間に係る減額改定について納得できないため、調査の上、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、申立期間当時の給与明細書等は所

持しておらず、「昭和44年10月以後、４月の定期昇給以外に固定給が変動

したことは無かった。」としている上、Ｂ事業所より提供された「社員名

簿」、「春期賃金交渉結果の推移表」及び「職種別年齢別基準内賃金」を

参考に試算した申立人に係る昭和46年12月の報酬月額は約９万円である

と推認できることなどから判断すると、申立人の申立期間①に係る標準

報酬月額の減額改定は、申立人の報酬月額の変更に伴うものではなく、

申立人の標準報酬月額が同年10月１日に第28級（10万円）（昭和46年５月



から同年７月までの期間に申立人に支払われた報酬月額の平均が９万

5,000円以上の等級）に定時決定された後、翌月の同年11月１日に、「標

準報酬月額等級表」が改正されたことに伴い、第28級（９万8,000円）（昭

和46年５月から同年７月までの期間に申立人に支払われた報酬月額の平

均が９万5,000円以上、10万1,000円未満の等級）に改定されたことに伴

って行われたものであると推認される。 

また、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、

複数の同僚についても、申立人と同様に昭和46年11月１日に標準報酬月

額が10万円から９万8,000円に改定されていることが確認できる上、当該

同僚のうち、連絡先が確認できた３人及び申立人が申立事業所において

人事課長であったと記憶する同僚、計４人に対してアンケート等による

聴取を行ったが、申立内容を裏付ける供述は得られない。 

さらに、Ｂ事業所において、申立人の申立期間①に係る報酬月額及び

厚生年金保険料の控除額が確認できる賃金台帳等は保管されておらず、

申立期間①に係る申立人の報酬月額が、申立てどおり、少なくとも10万

1,000円以上（標準報酬月額10万4,000円以上）であったことを確認でき

る資料等は得られない。 

２ 申立期間②については、申立人は、昭和57年12月24日から60年８月20

日までの期間に振り込まれた給与額について、「当時の営業担当者から、

営業成績向上のため、Ｅ手続でのキャッシングを依頼されたことがある。

預金通帳の給与振込額が他の月と比べて、余りにも少ない月があること

から、キャッシングに係る返済額控除後の給与が振り込まれていたのか

もしれない。」と主張しているものの、申立人が申立期間②当時、Ｄ事業

所の支店長であったと記憶する上司及び申立事業所の後継企業であるＦ

事業所に照会しても、申立人が主張するキャッシングに係る返済額控除

後の金額が、給与として申立人の預金口座に振り込まれていた事実を裏

付ける供述を得ることはできない。 

また、前述の照会結果を踏まえ、申立人から提出された、昭和57年12

月24日から60年８月20日までの期間に振り込まれた給与額が確認できる

預金通帳を検証したところ、申立期間②を含む、申立人の58年10月１日

（標準報酬月額19万円）、59年10月１日（標準報酬月額20万円）、60年

５月１日（標準報酬月額10万4,000円）及び同年９月１日（標準報酬月額

９万2,000円）について推認できる標準報酬月額は、オンライン記録上の

標準報酬月額と符合していることが認められる。 

さらに、複数の同僚に確認しても、申立内容を裏付ける供述を得るこ

とはできない上、Ｆ事業所において、申立人の申立期間②に係る報酬月

額及び厚生年金保険料の控除額が確認できる賃金台帳等は保管されてお

らず、申立期間②に係る申立人の報酬月額が、申立てどおり、少なくと



も10万1,000円以上（標準報酬月額10万4,000円以上）であったことを確

認できる資料等は得られない。 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間についてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を各事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案619 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和32年４月から36年３月まで 

    私は、昭和32年４月頃にＡ事業所を退職し、同年４月中にＢ事業所（現

在は、Ｃ事業所）に採用され、36年頃までの期間において勤務した。 

当時の勤務を証明する写真を提出するので、調査の上、厚生年金保険

の被保険者記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から判断すると、期間の特定はできないものの、申立

人がＢ事業所Ｄ支所において勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｃ事業所は、「人事記録、社会保険関係の書類及び当時

の職員名簿を確認したが、申立人を雇用した形跡は無い。」と回答してい

ることから、申立人の勤務実態、厚生年金保険料の控除等について確認で

きる関連資料及び供述は得られない。 

また、申立人が記憶する同僚及びＢ事業所Ｄ支所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる

者に照会したところ、24人から回答が得られたものの、申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうか

がわせる供述は得られない。 

さらに、Ｃ事業所から提出されたＢ事業所Ｄ支所に係る昭和32年及び35

年の役職員名簿において、申立人が記憶する同僚の氏名は確認できるもの

の、申立人の氏名は無い。  

加えて、Ｂ事業所Ｄ支所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、健康保険番号＊番（資格取得日は昭和31年10月1日）から健康保険番

号＊番（資格取得日は昭和36年11月１日）までの記録に申立人の氏名は無

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認



できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案620 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和19年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和35年３月頃から36年８月頃まで 

    私は、中学校を卒業する年の昭和35年３月上旬から約１年６か月間に

おいて、Ａ事業所（後の、Ｂ事業所）に勤務した。在職中は当該事業所

の健康保険に加入していたので、厚生年金保険にも加入していたと思う。 

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 同僚の供述等から判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が

Ａ事業所に勤務していたことはうかがえる。 

 しかし、Ｂ事業所の元役員は、「申立期間当時の資料等は保管されておら

ず、当時の状況は不明である。」と回答しており、申立人のＡ事業所におけ

る勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料控除等について

確認できる関連資料等は得られない。 

また、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者に照会しても、

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをう

かがわせる供述は得られず、複数の同僚は、「試用期間があったため、厚

生年金保険には入社して一定期間経過後に加入してくれた。」と供述して

いる上、申立人が、同時期に入社したとする同僚についても、申立人同様、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できないことなどから判断すると、当

時、申立事業所では、必ずしも全ての従業員を入社と同時に厚生年金保険

に加入させていたとは限らない状況がうかがえる。 

 さらに、前述の被保険者名簿を確認したところ、申立期間を含む昭和34

年９月14日から36年10月３日までの期間において、厚生年金保険被保険者

の資格を取得している者の中に、申立人の氏名は無く、健康保険番号に欠

番も無い。 



このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 


